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事務局からの報告とお願い  
 11月 12日、鬼怒川氾濫地域現地視察、翌 13日、水源連 23回総会を持ちました。 	  1.

	 

2015 年 9 月の線状降水帯の豪雨による洪水で、鬼怒川下流域では無堤防地区からの溢水と、
堤防高が著しく低い箇所での越水による破堤で、茨城県常総市等が甚大な被害を受けました。そ
の根本原因は、治水効果が稀薄なダム建設に巨額の河川予算を投入する一方で、氾濫の危険性が
高い鬼怒川下流域の河道を未整備のまま放置していたことにあります。国土交通省は越水に耐え
得る耐越水堤防の工法が確立しているに
もかかわらず、ダム事業の推進の妨げに
なるとして、その普及をストップしてき
ました。 
今年の水源連総会はこの問題に焦点を

当てて、現地視察と総会を持ちました。 
詳しくは別掲の「現地視察報告」「第 23

回総会報告」をお読みください。 
	 

 総会後の現地の状況 	  2.
	 石木ダム問題の近況	 （1）

○	 石木ダム予定地こうばるでは、相変わらず、石木ダム工事事務所職員が「付替道路工事を
させてください」と工事現場入り口に来ています。もちろん、地権者と支援者の皆さんは
「必要のない工事は止めてほしい」と抗議し、それを許していません。15 分程度で工事事
務所職員は帰っているようです。 

○	 12 月 20 日には長崎地方裁判所佐世保支所は、「石木ダム工事差止仮処分申立」を不当にも
却下してしまいました。「緊急にストップしなけばならない状況はない」が却下の理由でし
た。 
その理由は、決定書の「第３ 争点に対する判断」に書かれています。 
その要点は、 
１，	  仮処分は，「債権者に生ずる著しい損害文は急迫の危険を避けるため、これを必要とす

るとき」（民事保全法 2233 条 22 項）にのみ認められる。	  

２，債権者らが主張する各被保全権利の侵害が現に差し迫り，本件各工事の続行を禁止しな

ければ被保全権利の侵害を予防することのできない緊急の必要性があるとは認められな

い。	  

というものです。 
「権利の侵害が現に差し迫ってはいない」というのが却下の理由ですが、これは現地での「付
替道路工事中止要請行動」をまったく無視したものであり、現状の緊急性に対する認識が
誤っています。 
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申立人と弁護団は 12 月 21 日に即時抗告する旨の声明を発表し、12 月 28 日に福岡高
等裁判所に即時抗告を提出しました。 
12 月 24 日の長崎新聞は、「不要な石木ダムのために生活の多くを奪われてきた居住者の

実態をまったく見ていない。石木ダムは見直さねばならない。」との論説を発表しています。 
詳しくは、水源連ホームページの http://suigenren.jp/news/2016/12/28/8830/をご覧くだ
さい。 

○	 12 月 22 日、石木ダム事業認定取消訴訟を審理している長崎地方裁判所は現地視察（現地
進行協議）を行いました。13 世帯一軒一軒を裁判官が訪問し、居住者の意見を聞きました。
13 世帯の皆さんはそれぞれの生活の様子を伝え、「これからも、この地にずっと暮らし続
けたい。」と裁判官の皆さんに訴えました。 
付替道路工事に抗議している皆さん 19 人に対して長崎県が不当にも「通行妨害禁止仮

処分申立」を長崎地方裁判所佐世保支所に提出しました。12 月 28 日にその第 1回の審尋
が開かれました。 
もちろん、19 人の皆さんは申請却下を求めました。 
長崎新聞の記事を掲載します。 

	 

長崎県がこの申立てで、妨害の事実を証明する証拠としてなんと、写真家・村山嘉昭さん
の写真集「石木川のほとりにて 13 家族の物語」に掲載されている写真を裁判所に提出し
ました。村山さんは、作家としての使用目的にまったくそぐわない、無断での流用である
ことに強く抗議しています。村山さんの抗議を伝える朝日新聞長崎版 2016 年 12 月 27 日
の記事を掲載します。 
 

写真家が県に抗議石木ダム仮処分で写真無断使用	  
（朝日新聞長崎版22	  001166	  年11	  22	  月2277	  日）hhtttt	  pp	  ::	  ////	  ddii	  ggii	  tt	  aa	  ll	  ..	  

aass	  aa	  hhii	  ..	  ccoomm//	  aarrtt	  ii	  cc	  ll	  ee	  ss//	  AASS	  JJ	  DD	  VV33QQ99VV	  JJ	  DD	  VV	  TTOOLLBB	  000011	  ..	  hhttmmll	  
（写真）自分の写真が使われた県の書類を手にする村山さん＝川棚町石	  	  	  

	  木郷	  
	  

県と佐世保市が川棚町で進める石木ダム建�設計画で、地権者

らによる工事妨害行為の禁止を求めて県が今年１０月に仮

処分を申し立てた際、提出書類の中に東京都内の写真家村山

嘉昭さん（４５）が撮影した写真集の写真４枚が使われてい

たことがわかった。村山さんは２６日、県石木ダム建�設事務

所（同町石木郷）に「自分の意図と大きく異なる使われ方を

した」との抗議文を提出し、写真の削除を求めた。	  

県が申し立てた仮処分は、ダム反対の地権者ら１９人に、付け替え道路工事現場への県や工事業者の通行を

妨害しないよう求めるもの。１０月２８日、長崎地裁佐世保支部に申し立てた。	  

村山さんによると、県が提出した証拠書類に、今年５月刊行の自身の写真集「石木川のほとりにて１３家族

の物語」の写真４枚が使われ、工事を妨害したとされる人物５人の特定に使われているという。村山さんは、

知事宛ての抗議文で「撮影者と被写体の信頼関係をないがしろにする行為」「著作権を有する私の人格権を

著しく侵害した」などとして、県に証拠書類からの削除を求めた。	  

知事宛ての質問書も提出。写真を裁判資料に使うことを決めた経緯や、「著者の同意を求めるべきだとは考

えなかったのか」などを尋ね、１カ月以内の回答を求めた。	  
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同事務所によると、書類は主に県河川課が作成。同事務所の浅岡哲彦次長は取材に、村山さんの写真が使わ

れていることを認めた上で「弁護士に相談したところ法的に問題ない、との判断だった」と答えた。	  

村山さんは取材に「地権者らがどう考えているのかを知ってもらうための写真集。撮らせてもらう以上、ふ

るさとを守りたいという地権者らの心を尊重して撮っている。その意図と違う使われ方をしている」と話し

た。	  （福岡泰雄）	  

	  

	  

	 伊賀市の川上ダム問題	 （2）

「伊賀の水源を守る連絡協議会」の皆さんは、「今ある伊賀各地の水源・浄水場を守り、無駄
な大型公共事業による水源開発（ダム開発への利水参画）を再考し、もう一度市民レベルで新水
道ビジョンを創ることを提案します」と伊賀市民の皆さんに訴えています。 
伊賀市は木津川も水道水源として利用していますが、その水利権は川上ダムが完成するまでの

暫定豊水水利権になっています。しかし、これまでに取水制限を受けたことはなく、安定水利権
として扱うことにまったく問題ありません。 
そして、伊賀市は川上ダムができたら、今まで使われてきた伊賀各地の自己水源の多くを廃止

する計画を進めていますが、水源の多様性を確保するため、既存の自己水源を使い続けることが
重要です。 
本来は不要な川上ダムのために伊賀市民は 200 億円以上の巨額の負担をしなければなりませ

ん。 
「伊賀市の水源を守ろう！」を訴える「伊賀の水源を守る連絡協議会」のチラシは別掲のとお

りです。伊賀市にお住まいの方をご存知であれば、是非、この問題をお知らせください。 
	 

 新年度会費納入のお願い 	  3.
水源連の会計年度は 11 月 1 日から 10 月 31 日です。 
2017 年度が始まりましたので、会費の納入をよろしくお願いします。 
個人年会費は 3,000 円、団体年会費は 5,000 円です。年会費を納入いただいているみなさまに

は、水源連だよりはもちろん、当該年度の総会資料集もお送りいたします。 
会費は添付のゆうちょ銀行払込取扱票で納入をお願いします。納付の際は電子メールアドレス

もしくはＦＡＸ番号もご記入ください。 
物入りのところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。 

	 

振込先	 ゆうちょ銀行	 	 口座名	 水源開発問題全国連絡会	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 口座番号	 	 00170-4-766559	 
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⻤⿁鬼怒怒川⽔水害氾濫濫地区視察報告  

2016 年 11 月 12 日午後、25 名が参加して常総市内氾濫の被災者である逆井正夫さんと古谷修

一さんの案内で、現地視察を行いました。幸い晴天に恵まれ、14 時過ぎから日暮れまで、じっく

りと、同災害の被害状況と原因追求、及び、災害復旧の状況を見ることが出来ました。	 

鬼怒川水害の詳細は水源連ホームページ掲載の補足資料集 http://ur0.work/AMjy の 1～4ペー

ジ「11 月 12 日現地視察の資料」を参照願います。	 

	 

◎	 鬼怒川水害の概要	 

鬼怒川下流の氾濫は 2015 年 9 月 8日から 10 日にかけて南北に線状降水帯が鬼怒川流域の東経

140 度付近に停滞したことによる降雨が直接の原因であるとされています。降雨状況を示す表を

「平成 27 年 9 月 10 日台風 18 号豪雨結城市(右 40k)～常総市(左 15k)調査第 1報	 －東京大学沖

研究室－」に掲載されているスライドから転載します。	 

降水量（mm）	 下妻	 奥日光（日光）	 土呂部	 五十里	 今市	 高根沢	 真岡	 宇都宮	 

8 日 13 時～10 日 13 時	 212	 460	 541	 	 606	 618	 199	 196	 299	 

	 

鬼怒川は下流域は、川幅が広い中流域から急に川幅が狭くなることから、洪水氾濫が生じやす

い状況にあります。鬼怒川上流域には 4 基の多目的ダムがありますが、ダム下流域、とりわけ茨

城県内を流れる鬼怒川下流部は河道未整備のまま放置されていたことから、溢水と破堤が生じま

した。	 

! 9 月 10 日 6 時頃に溢水が始まる	 （若宮戸）	 

! 9 月 10 日 11 時に鬼怒川水海道観測所（左岸 10.95kｍ）で計画高水位を超過	 

! 9 月 10 日 12 時 50 分に破堤発生	 （三坂）	 

鬼怒川からの溢水、破堤の他に、八間堀川から鬼怒川への排水機場運転の誤りも氾濫を引き起

こしています。鬼怒川と小貝川にはさまれた区域の一番低いところに位置している八間堀川は、

鬼怒川からの氾濫水が流入し、八間堀川から鬼怒川に排水する排水機場のポンプの運転が止めら

れたことで新八間堀川、旧八間堀川、八間堀川の周辺で二次的な氾濫が起きました。	 

	 

 鬼怒川水害の原因と対応策等	 	 	 	 ◎

ここでは要点のみを箇条書きにします。	 

1. 鬼怒川の茨城県内河道整備が非常に遅れていました。	 
 ① 25.35km の若宮戸地区	 いわゆる自然堤防が掘削され、無堤防地区になっていました。

国交省が大型土嚢を 2段積みましたが、その上端は計画高水位を 1ｍも下回っていまし

た。国はそれを知りながら、放置していたのです。９月 10 日 6 時頃から溢水が始まっ

ていました。	 

 ② 21.0km 三坂地区	 	 堤防はありましたが、高さは計画高水位ギリギリで、堤防の天

端、幅が 6ｍ必要なところが 4ｍしかない欠陥堤防でした。9 月 10 日は堤防天端高を 20

㎝超えて越水して堤防が洗掘され、12 時 50 分に破堤しました。	 

 ③ このような河道整備の遅れには、上流ダムの建設に巨額の費用を投じる一方で、堤防等

の河道整備にはあまり費用をかけず、氾濫危険箇所を放置してきたことに起因していま

す。	 
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鬼怒川上流域には３基の多

目的ダムがありました。それ

に加えて４基目の多目的ダ

ム、湯西川ダムが「必要性が

ないから中止を」の声を無視

して建設されました。湯西川

ダム事業費と河道改修費の

使われ方を示した右のグラ

フは、ダム偏重をハッキリと

示しています。嶋津氏は思川

開発事業（南摩ダム）、湯西

川ダム及び八ツ場ダムへの

公金支出差止めを求める住

民訴訟の中でこの事実を指

摘し、「鬼怒川下流域は河道整備があまりにも遅れているので、大規模氾濫の危険性が高い。

湯西川ダム建設よりも河道整備を急ぐべきである。」と警告していました。その警告に耳を貸

さずに湯西川ダム事業に邁進したことがこの大災害の根本的原因です。	 

 ④ 耐越水堤防の工法が開発されていましたが、国交省がお蔵入りにしてきました。	 

" 1980 年代後から 1990 年代後半にかけて、耐越水堤防（フロンティア堤防、アーマ
ーレビー）が実際に施工されていました。	 

" 2000 年にはフロンティア堤防の推進を図る河川堤防設計指針（第 3 稿）がつくら
れました。	 

" 2001 年 12 月の川辺川ダム住民討論集会でフロンティア堤防を採用すれば、川辺川
ダムが不要になるとの指摘がされ、国交省はその後、上記の河川製防設計指針を

撤回してしまいました。	 

" 国は、今もなお「越水に対応できるのはスーパー堤防のみ」としています。	 
2. 求められているのは、安価な耐越水堤防の普及です。	 
技術的に既に確立している耐越水堤防を普及することが急がれます。鬼怒川では緊急の河

川改修工事が進められていますが、不思議なことに堤防の川裏法面（川の反対側の斜面。下

図の張芝と書かれている部分）は芝を張るだけになっており、越水による洗掘を防ぐ連節ブ

ロック等による被覆がされていません（下図）。	 

	 	 

若宮戸地区	 
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 現地で視察したところ	 ◎

現地視察は、鬼怒川の下流側から上流（地図の下から上）へと遡る行程で、鬼怒川の氾濫に関

係する地点を巡りました。写真が張り付いている地点は、説明を受けたところです。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 

破堤	 若

鬼怒川	 下妻市前河原	 

無堤防地区の築堤現場	 

鬼怒川からの溢水があったの

で、築堤工事が進められてい

ます。	 

下妻市前河原	 

鬼
怒
川	 

劀	 

小
貝
川	 

劀	 

八
間
堀
川	 

劀	 

鬼
怒
川	 

劀	 小
貝
川	 

劀	 

鬼怒川	 三坂地先の堤防決

壊地区	 

堤防改修完成現場。上部の細く

低い堤防は未改修堤防この周

辺の堤防高は計画高水位すれ

すれ、堤防天端幅は 2ｍ不足、

共に構造令の値を大幅に下回

っていました。	 

堤防が 9 月 10 日 12 時 50 分に

越水によって決壊し、甚大な災

害を引き起こしました。	 

その後、堤防強化工事が進めら

れました。しかし完成した堤防

は、川裏法面の被覆工事がされ

ていない欠陥堤防で今後の課

題です。	 
	 

堤防近傍の堤内地	 

破堤により多くの家屋が流さ

れました。たくさんの住民が未

だに戻れていません。	 

鬼怒川	 常総市若宮戸無堤防

地区のソーラーパネル	 

いわゆる自然堤防を削り取って

設置されていました。国交省が

大型土嚢を積みましたが、計画

高水位より約 1ｍも低く、その

ため、、9月 10 日 6 時頃に溢水

が始まりました。	 

鬼怒川	 常総市若宮戸の築堤

現場	 

遅まきながらの築堤工事が進め

られています。	 

一期工事が終わり、2017 年には

二期工事がされる予定です。し

かし、川裏法面の被覆工事がさ

れていない欠陥堤防です。	 

25.35km 若宮戸	 

10 日 6 時頃溢水	 	 

21.0km 下三坂地区	 

10 日 12：50 溢水	 
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破堤	 下

八間堀川の排水樋管	 

八間堀川の水位が上昇

したときに閉じられて

いなかったため、市内

への逆流が起きまし

た。	 

八間堀川の鬼怒川への排水門（八間堀

水門）。	 

すぐ左下の同形物は八間堀川排水機場か

らの排水門。	 

八間堀川の水位が上昇すると、八間堀川

への逆流防止で八間堀水門を閉め、排水

機場のポンプを稼動して八間堀川から鬼

怒川への排水を行います。9月 10 日はこ

のポンプ運転の誤りが氾濫を助長しまし

た。	 

八間堀川氾濫・

破堤現場	 

	 

鬼怒川氾濫水の

流入により、大生

小学校付近の八

間堀川が 9月 10

日の夜に数か所

決壊し、周辺が氾

濫に見舞われま

した。	 

現在、堤防の復旧

工事が行われて

います。	 

鬼
怒
川	 

劀	 

小
貝
川	 

劀	 
八
間
堀
川	 

劀	 

鬼
怒
川	 

劀	 

小
貝
川	 

劀	 

25.35km 若宮戸	 

10日 6時頃溢水	 	 

21.0km 三坂	 

10 日 12：50 決壊	 

八間堀川排水機場	 

下妻市前河原	 



	 

	 

第 23 回⽔水源連総会報告  
全水道会館にて、2016 年 11 月 13 日午前 10 時から昼食を挟んで 15 時まで討議しま

した。予告では 14 時まで、としていましたが、「ダム・スーパー堤防に依存しない治

水対策	 越水に強い堤防」について集中討議をしたため、1 時間延長させていただきま

した。	 

総合司会役を水源連事務局の西島和がつとめました。	 

共同代表の嶋津暉之が開会挨拶をしてから、常総氾濫がおきた茨城県在住の神原禮

二さんと事務局会計の和波一夫を議長に選任し、総会は下記のように進行しました。	 

なお、総会で配付された資料集とそれを補足した補足資料集は水源連ホームページ

に掲載しました。総会資料集の URL は	 http://urx.blue/AM20	 、補足資料集は

http://ur0.work/AMjy	 です。参照のほどよろしくお願いいたします。	 

	 

①  開会挨拶	 	 	 	 嶋津暉之	 

②  議長団選出	 
③	 各地からの報告：	 	 （総会資料集 p8～【各地からの報告】）	 	 	 	 

この一年の活動経過報告を掲載した総会資料集の順番に沿って、北から順に報告

が進みました。	 
! 成瀬ダム	 	 	 事務局	 	 	 	 

! 最上小国川ダム	 	 山本喜浩氏	 補足資料集 http://ur0.work/AMjy	 ｐ9～10	 
• 釣り人のシンボル的な川。ダム計画で釣り人が悩んできた。	 

• 小国川漁協が 1963 年からウナギやアユの放流事業を行ってきた。特に

アユは琵琶湖産の鮎に冷水病がはやってからは、地場産のアユ稚魚を

育てて放流している。	 

! 八ッ場ダム	 	 	 神原禮二氏	 	 	 

• 八ッ場あしたの会からの報告	 事務局	 	 	 

! 砂防ダム	 	 	 田口康夫氏	 	 	 

! 思川開発（南摩ダム）	 	 高橋比呂志氏	 	 	 

! 設楽ダム	 	 	 市野和夫氏	 	 	 

! 木曽川水系連絡導水路	 	 在間正史氏	 	 	 

! 徳山ダム	 	 	 近藤ゆり子氏	 	 	 

! 長良川河口堰	 	 	 武藤仁氏	 	 	 

! 苫田ダム	 	 	 橋本省吾氏	 	 

• 利水は過大な水道需要予測に基づいていたので、今は費用負担に悩ん

でいる。	 

• 利水容量の一部を治水容量に置き換え、利水負担分のうち、五億円/

年が減額されている。	 

! 石木ダム	 	 	 	 岩下和雄氏	 	 	 

• 通行妨害禁止仮処分が出ても、抗議行動は続ける。	 

• 収用は向こうの勝手な言い分。「当方は売り渡していない」のだから、

耕作は続けるし、家屋が取り壊されようとも住み続ける。	 

• 供託金が積まれることで当方が受け取らずとも課税され、納付義務が

生じる。これはまったくの不道理。このような制度は止めさせなけれ

ばならない。	 

! 北海道ダム群、鳥海ダム、霞ケ浦導水事業、太田川ダム、大戸川ダム、丹生ダム、
安威川ダム、川上ダム、立野ダム	 	 	 	 	 	 事務局から報告	 

	 

④  ダム・スーパー堤防に依存しない治水対策	 耐越水堤防	 	 
2015 年 9 月の鬼怒川水害は、鬼怒川上流四基のダム建設に巨額の事業費を

つぎ込む一方で、下流域茨城県内の河道を未整備なままで放置していたこと

に起因しています。無堤防地区若宮戸からの溢水と、堤防高は計画高水位す

8



	 

	 

れすれで、堤防天端幅がわずか４ｍ（本来は６ｍ必要）という三坂地区の破

堤、八間堀川から鬼怒川に排水する排水機場の運転停止が鬼怒川水害の主原

因です。	 

越水しても簡単には破堤しない堤防（耐越水堤防）が整備されていればこ

のような大規模氾濫を防ぐことができました。	 

	 

鬼怒川水害を検証し、今後の治水対策について水源連として提言を出して

いくことも頭に置いて、一時間半ほど議論を行いました。	 

	 

! 治水問題	 	 嶋津暉之（総会資料集ｐ56～	 ダム問題討議資料）	 

• 鬼怒川水害で問われる国交省の責任	 	 	 	 

• 耐越流堤防を巡る経過	 	 	 	 	 	 

• スーパー堤防の虚構	 	 	 	 	 	 
! 堤防問題専門家からの問題提起	 石崎勝義氏（旧建設省土木研究所次長）	 

（総会資料集	 ダム・スーパー堤防に依存しない治水対策）	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 住民を守る堤防の条件	 

! 鬼怒川水害被災者からの報告	 逆井正夫氏・古谷修一氏（常総市民）	 

（総会資料集	 ダム・スーパー堤防に依存しない治水対策）	 

1 年前、何が起きたか	 水とともに生きて来た常総市の住民	 	 

! 討議	 
• 2015 年鬼怒川水害（常総市）について	 在間正史弁護士	 （補足資

料集	 2015 年鬼怒川水害（常総市）について）	 

• 人命に及ぼす重大な水害がないと治水対策が進められてこなかった。

鬼怒川水害があって河道整備が進められている。まさに、人柱行政で

ある。	 

• 実現性がないうえ、住民追出しにつながるスーパー堤防は事業を廃止

すべきである。	 

• 耐越水堤防の普及を企図した 2000 年の「河川堤防設計指針第 3 稿」の

復権を求め、耐越水堤防の整備を要求していく。	 

• 日本中の河川の安全性を把握するには、すべての河川について、堤防

が決壊を起こす流量とその生起確率年の開示を求めるのがよい。	 
	 	 	 	 

⑤  事務局報告、新年度の活動方針、総会特別決議、会計報告と予算	 	 
! 総会資料集「事務局からの報告と、こらからのこと」に沿って提案しました。詳
しくは後ろに別掲します。	 

• 事務局が関わったことの報告	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 石木ダム	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 公共事業改革市民会議	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 「公共事業チェック議員の会」との連携	 

	 	 ・この一年を振り返る	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 経過	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 事業者（起業者）が用いる手法とその問題点	 

1）  実質的な住民参加が閉ざされている。	 
2）  土地収用法では、起業者が事業認定申請を出すことで、強
制収用・代執行が事実上約束されている。供託金受領を拒

否しても課税されてしまう問題にどう対応するか。	 

3）  司法が機能しない	 
• 新年度の活動方針、総会特別決議、会計報告と予算(後掲)	 
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⑥  「ダム見直しの現状とダムをめぐる諸問題」	 総会資料集【ダム問題討議資料】	 

Ⅱ	 利水問題	 

• 減り続ける水需要	 水余りが一層進行する時代へ	 

• 石木ダムに参画する佐世保市水道の架空予測	 

• ダム完成後に架空予測をやめた神奈川県営水道と札幌市水道	 

• 厚生労働省も水道の水需要の大幅な減少を予測	 

• 暫定水利権問題（	 伊賀市と川上ダムを例にとって）	 

Ⅲ	 川の自然を取り戻すために	 

• 荒瀬ダム撤去の現状	 

• ウナギと河川環境の問題を考えるシンポジウム	 

Ⅳ	 ダムの費用便益比の問題（	 ダム推進のまやかしの根拠）	 

• 不特定（流水の正常な機能の維持）	 の便益計算の虚構（	 思川開発を

例にとって）	 

Ⅴ	 ダム見直しの経過とダム事業の現状	 

• ダム事業見直しの経過（	 ダム検証の前まで）	 

• ダム検証（2010 年度～	 ）の経過	 

• ダム検証の結果（	 推進ダムと中止ダム）	 

• 全国のダム予算の推移	 

• 今までの中止ダム	 	 

	 

⑦  討議・裁決	 
! ウナギ	 	 ダム・堰が生息域を限定している。	 
! 利水	 	 	 

• 水需要の減少で水不足にならないことが明らかになってきたので、ダ

ム事業者はスーパー渇水への対応が必要だと言い出してきている。	 

• 茨城の県水受水自治体は「自己水源を優先活用するので、県水の単価

を下げてほしい。」と、県に要請している。	 

• 愛知	 2015 年度実績が目標年度予測を明らかに下回っているが、計画

の見直しを先延ばしし、新たな水需要予測に取りかからない。	 

• 水資源開発促進法はもはや不要。廃止を求めよう！	 

! 治水	 
• 耐越流堤防整備は先ずは、「『部分的に弱いところ』への対応策」とし

て求めていく。	 

• 堤防は、計画高水位をこえても壊れない。超過水位が１ｍ以下ならば、

破堤しない。超過洪水対策として耐越流堤防の整備を求める。	 

• 消防団・水防団に情報を提供して理解を求めよう。	 

• 木曽川は新幹線橋梁のところが一番危ない。	 

	 

! 事務局報告、方針（総会で承認されました）	 
	 

⑧  石木ダム問題に向けた取組みと特別決議	 詳細は後ろに別掲します。	 
まったく無駄な石木ダム建設事業の中止を勝ち取って 13 世帯 60 人の皆さん

を守り抜く上での水源連の取組みと特別決議を採択しました。	 

	 

⑨  議長団解任	 
⑩	 閉会挨拶	 	 	 遠藤保男	 
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私たちの課題	 新年度の活動方針	 
	 

１.	 石木ダムを中止に追い込むことと、各現地での闘いに勝利すること。進行中の

ダム事業の中止獲得を目指します。	 

①  石木ダム中止に向けての取り組みを強化し、石木ダム建設絶対反対同盟 13 世帯
約 60 名を守り抜く。長崎県・佐世保市が来年にもやりかねない 4 軒住居の収用

裁決を許さない、行政代執行による取壊しを絶対に許さない状況造りを全国の仲

間と共に展開します。	 

②	 立野ダム、安威川ダム、川上ダム、木曽川連絡導水路、設楽ダム、八ッ場ダム、

思川開発（南摩ダム）、霞ヶ浦導水事業、成瀬ダム、城原川ダム、鳥海ダム、平

取ダム、サンルダム、最上小国川ダム、山鳥坂ダム、平瀬ダムなどの建設事業反

対運動と連携を取り合い、中止に向けて取り組みます。	 

	 

２.	 下記課題克服を目指します。	 

①  実質的な住民参加が閉ざされている。	 
②  土地収用法	 事業認定申請が強制収用に直結している実態	 
③  司法が機能していない	 

「住民不在の公共事業を排除する」キャンペーンを展開したい。	 
	 

３.	 河川行政の抜本的な改善	 

昨年 9 月の鬼怒川水害を繰り返さないため、安価な堤防強化法による耐越水堤防の

実現等、河川行政の抜本的な改善を求めます。	 

①  鬼怒川水害の実態を把握し、堤防決壊を引き起こした河川行政の問題を追及する。	 
②  ダム等の大規模河川事業に河川予算の大半を投入する河川行政をあらため、安価
な堤防強化法による耐越水堤防の実現を求めていく。	 

③	 金食い虫で点の整備しかできず、治水対策として意味がなく、地元住民の立ち退

きを強制するスーパー堤防計画の中止を求めていく。	 
	 

４.	 ダム等により破壊された地域社会・自然環境の復活を目指す。	 

①  とりわけ不要が明確で地域社会・自然環境に弊害をもたらすことも明白な、路木
ダム、新内海ダム、太田川ダム等について、建設間もないことから撤去は難しい

と思われるので、水抜き空っぽ運用を目指す。	 

②  瀬戸石ダムの撤去、諫早干拓の開門、長良川河口堰の開門、霞ヶ浦常陸川水門の
開門など、河川の遮断によって自然環境が破壊されたところの回復を目指す運動

と連帯する。	 

③  自然環境の回復を目指すために、必要性が希薄となったダムリストを作成し、公
表する。	 

④	 もはやダム建設が必要とする時代が終焉していることを広く知らせるとともに、

失われた自然と地域社会の回復に全力を入れる時代であることをパタゴニアな

どと連携して、広くわかりやすくキャンペーンする。	 
	 

５.	 国会、政府対応	 

①  「公共事業チェック議員の会」等と連携して国会議員との情報共有を図るととも
に、国にあたる。	 

②	 ダム中止後の生活再建支援法の成立をめざす。	 

	 

６.	 ダム問題を広く知っていただくために	 

ダム事業の徹底見直しを実現するには問題意識を広く共有できるツールの活用が必

要です。これまで通りの「水源連だより」、水源連ＭＬの活用、水源連ホームページの

充実を図っていきます。水源連ホームページは水源連仲間だけではなく全国の皆さん
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へとの情報発信・情報交換の場として活用していきます。皆様からの情報提供をよろ

しくお願いします。	 

これからもパタゴニアと連携して、ダム問題と川の望ましい姿について多くの方と

語り合えるよう努めます。	 
	 

７.	 今年度の運営体制（案）	 

• 顧問	 	 	 	 	 	 	 	 藤田	 恵	 

• 共同代表	 	 	 	 	 	 嶋津暉之	 遠藤保男	 

• 事務局長	 	 	 	 	 	 遠藤保男	 

• 会計	 	 	 	 	 	 	 	 和波一夫	 

• 会計監査	 	 	 	 	 	 川合利恵子	 

	 

	 

石木ダムを中止させるための水源連の取り組み	 	 
	 

１.	 石木ダム建設絶対反対同盟からの要請に応える。	 

	 

２.	 事業認定取消訴訟・執行停止申立、工事差止め仮処分申立ての支援	 

①  工事差止め仮処分申立ての申立人募集が再開されたならば、募集に取り組む。	 
石木ダム事業によって侵害される権利（人格権）の防衛が目的	 

石木ダム事業が許されるならば、下記事項をまねく。	 

	 	 	 	 	 	 	 ・無駄な事業による人権侵害。	 

	 	 	 	 	 	 	 ・無駄な事業による環境破壊。	 

	 	 	 	 	 	 	 ・無駄な事業への税金支出。	 

	 	 	 	 	 	 	 ・本来優先されるべき事業の停滞	 

②  準備書面等の作成を支援する。	 
③  弁護団会議に参加	 （スカイプ参加も含めて）	 
④  口頭弁論・審尋に参加	 
⑤  進行状況について水源連ホームページに掲載し、全国への共有化を図る。	 
⑥  共有地運動に協力いただいた皆さんには「こうばるからこんにちは」で情報共有
を図る。	 
	 

３.	 国会対策	 

①  「公共事業チェック議員の会」等を通じて、国会内に石木ダム問題の周知を図る。	 
②  「公共事業チェック議員の会」による、事業認定庁を含めた関係省庁からのヒア
リング、長崎県・佐世保市への指導要請などの実現。	 

③  真島省三衆議院議員による国交省・厚労省等へのヒアリング継続	 
④  石木ダム対策議員の会（仮称）の立ち上げ。	 

	 

◎  公共事業改革市民会議等との連携	 
土地収用法を適用した横浜環状道路、家屋撤去を強行した江戸川スーパー堤防とあ

わせて、人権を無視した「事業ありき」の強権的事業推進を止めさせる。	 

①  連携して、院内集会を開催する。	 
②  連携して、国土交通委員会への取組みを試みる。	 

	 

◎  広範な視点からの世論形成	 
①  水源連の 3 ツール（ML、ホームページ、水源連だより）を通じての情報共有と呼
びかけ。	 

②  アースデイなど催しへの参加。	 
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③  機会あるごとに、石木ダム中止に向けた世論形成を図る。	 
	 	 	 	 	 	 	 ・ミニ集会参加	 

	 	 	 	 	 	 	 ・映画「ほたるのかわのまもりびと」鑑賞呼びかけ、上映会開催	 

	 

	 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜	 

	 

水源連第 23 回総会「石木ダム問題に関する特別決議」	 

石木ダム建設絶対反対同盟 13 世帯 60 名の皆さんは、「石木ダムは不要。不要なダムに生

活の場を明け渡すことはあくまで拒否する」「長崎県は覚書をかわしているのだから、収用

法適用は違反」「事業認定は長崎県と佐世保市が提出した間違った情報による間違った判断。

認定庁は取り消せ」「田畑を収用されようとも手渡した覚えはない。田植えも続ける。」「家

屋が取り壊されようとも小屋を建てる。小屋も取り壊されればテントを張って暮らす。ど

んなことがあっても明け渡すことはない」と徹底抗戦を決意しています。その決意は支援

の皆さんにも共有され、付替道路工事を阻止し続けています。「こうばる」に行っても、ダ

ムに関連する工事は一切手が付けられていません。「こうばる」の風景と地域社会は守

り抜かれています。	 

	 

収用委員会にかけられていた４軒の家屋を含む第２次収用裁決申請の審議は地権者当事

者の出席拒否のままで審理が終了し、決定が出るのは時間の問題となっています。残地す

べてを対象とした収用委員会も開かれています。「事業認定が前提。土地等の補償額を評価

するのが役割」としている収用委員会審理に出席する意味はないとして地権者の皆さんは

出席拒否を続けていますが、「収用委員会審理」は進んでいます。許しがたいことで

す。	 

	 

起業者、長崎県と佐世保市がこのままの姿勢を続けるならば、13 世帯住居取壊しという

蛮行が現実のこととなってしまいます。私たちはそのような蛮行は絶対に食止めます。

13 世帯の皆さんと連帯して長崎県の暴走を阻止し、皆さんが育んできた地域社会と生活、

ホタルの里、貴重な生態系を持つすばらしい自然環境を守り抜きます。	 

私たちは石木ダム事業がもたらす４つの負の遺産、	 

○	 無駄な事業による人権侵害	 

○	 無駄な事業による環境破壊	 

○	 無駄な事業への税金支出・水道事業費支出	 

○	 本来優先されるべき事業の停滞	 

を看過することができません。	 

	 

水源連は全国の仲間とともに石木ダム建設絶対反対同盟を支援し、石木ダム建設

中止実現を目指します。 	 

	 

2016 年 11 月 13 日	 	 水源開発問題全国連絡会第 23 回総会	 
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2016 年年度度会計報告と 2017 年年度度予算⽅方針  

	 
	 

	 
水源開発問題全国連絡会（水源連）の会計年度は、11 月 1 月から 10 月 31 日の一年間と

なっています。2016 年度の収入小計は 560,148 円で、収入小計のうち 49 万 5 千円が年会費

（個人 31 万 5 千円、団体 18 万円）でした。前年度に比べ会費は 3 万 3 千円の減となりま

した。	 

支出額は 107 万 4,722 円で、支出額のうち 36％を「水源連だより」等の印刷・発送費に

使用しました。また、20％を水源連ホームページの維持管理に使用しました。このように

支出額の 56％が広報関係でした。その他には、石木ダム建設反対運動関係の行動費等が約

12 万円で支出額の 11％、資料作成用のソフト代と備品購入が約 13 万円で支出額の 12％で

した。	 

収入合計（前年度繰越金と収入小計の合計）は 264 万 4,541 円であり、これから支出 107

万 4,722 円を引いた 156 万 9,819 円が次年度繰越金となります。なお、繰越金のうち約 83

万円は「石木ダム支援プロジェクト」用の予算です。2017 年度は、これまでと同様に「水

源連だより」の発行や広報を中心に予算執行していきます。全国各地との連携をさらに強

化し、特に石木ダム予定地の状況逼迫対応として現地支援活動を強化していきます。水源

連活動の継続・発展のために助成金申請も行っていく予定です。	 

	 

2016年度会計 会計年度は2015年11月1日から2016年10月31日まで

水源連2016年度会計報告 2016年度

単位：円 内訳

収入の部 前年度繰越金 2,084,393 このうち切手分16878円

年会費個人 315,000

年会費団体 180,000

会員カンパ 64,000

雑収入 1,148 資料売上1120、普通預金利子28

2016年度収入小計 560,148 前年度繰越金を除く収入

合計（繰越金＋収入小
計）

2,644,541

支出の部 水源連だより印刷代 292,696 水源連だより73号～75号、総会資料集、封筒印刷

水源連だより送料 99,286 ヤマト運輸便、封筒発送

ＨＰ経費 217,317 ホームページ維持管理費

事務費 248,165 ソフト代2本分87447円、情報公開請求、宛名シール、コピー代ほか

会議費 39,096 会議室代

行動費 120,220 交通費等

備品費 44,800 ドキュメントスキャナー

振り込み手数料分担 12,810 会費納入振込水源連負担分

切手使用 332 郵便による資料発送

合計 1,074,722

収入－支出 次年度繰越金 1,569,819 このうち切手分16546円
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水源連総会のダム問題討議資料の説明 

   

水源連総会では下記の討議資料を配布して報告と議論を行いました。 

紙数の関係で、次の４テーマに絞って討議資料の説明をいたします。 

 

１ 水需要が減り続け、水余りが一層進行する時代に新規のダム事業が必要であるはずがない                                    

                              

２ 鬼怒川水害を引き起こした国土交通省の責任 

 

３ ダム事業推進のため、耐越水堤防の普及をやめた国土交通省（耐越水堤防をめぐる経過） 

 

４ ダム検証の実態（推進のお墨付きを与える道具と化したダム検証） 

 

  

水源連総会のダム問題討議資料（2016 年） 

 

Ⅰ 治水問題 

１ 鬼怒川水害で問われる国交省の責任                       

２ 耐越水堤防をめぐる経過                              

３ スーパー堤防事業の虚構                             

 

Ⅱ 利水問題 

１ 減り続ける水需要 水余りが一層進行する時代へ                   

２ 石木ダムに参画する佐世保市水道の架空予測                    

３ ダム完成後に架空予測をやめた神奈川県営水道と札幌市水道             

４ 厚生労働省も水道需要の大幅な減少を予測                     

５ 暫定水利権問題（伊賀市と川上ダムを例にとって）                              

 

Ⅲ 川の自然を取り戻すために 

１ 荒瀬ダム撤去の現状                               

２ ウナギと河川環境の問題を考えるシンポジウム                         

 

Ⅳ ダムの費用便益比の問題（ダム推進のまやかしの根拠） 

１ 不特定（流水の正常な機能の維持）の便益計算の虚構（思川開発を例にとって）     

 

Ⅴ ダム見直しの経過とダム事業の現状                             

１ ダム検証（2010 年度～）の経過                          

２ ダム検証の結果（推進ダムと中止ダム）                     

３ ダム事業見直しの経過（ダム検証の前まで）                     

４ 全国のダム予算の推移                              

５ 今までの中止ダム                                 
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１ 水需要が減り続け、水余りが一層進行する時代に新規のダム事業が必要であるはずがない

（１）減り続ける水需要

全国の水道の一日最大給水量は 1994～2014 年度

の 20 年間に 19％も小さくなり、1,094 万㎥／日も

減少しました（図１）。一人あたり一日最大給水量

を 400 ㍑／日とすれば、約 2,700 万人分の水道用水

が減ったことになります。凄まじい減り方です。

これは次の三つの要因により、一人当たりの水量

が 1994～2014 年度の 20 年間に 22％も減ってきた

ことによるものです（図２）。

① 節水型機器の普及等による節水の進行

② 漏水防止対策による漏水の減少

③ 一年を通しての生活様式の平準化（季節変動の

縮小）

今後は人口縮小時代になるので、水道用水の減少

傾向に拍車がかかることは必至です。

工業用水も減少の一途をたどっています（図３）。

図１

図 2 図 3
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（２）ダム事業に参画するための架空予測 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 東京都水道と八ッ場ダム 

東京都水道の一日最大給水量は減り続けていま

す。1992～2016 年度の 24年間の減少率は 25％にも

なります。これは一人当たりの水量の減少によるも

のです。ところが、東京都は八ッ場ダム事業に参画

する理由をつくるため、実績を無視して水需要が急

増するという架空予測を続けています（図４）。 

 

② 佐世保市水道と石木ダム 

佐世保市水道の一日最大給水量も減り続けてい

ます。2001～2015 年度の 14 年間の減少率は 24％に

もなります。ところが、佐世保市は石木ダム事業に

参画するため、実績を無視した水需要急増の架空予

測を行っています（図５）。 

工場用水の予測に至っては実績値の 5～6倍に跳

ね上がるという全く異常な架空予測になっていま

す（図６）。 

図 4 

図 6 図 5 
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（３）ダムが完成すれば、実績重視の予測へ

上記の二例はダム事業に参画する理由をつくる

ために水需要の架空予測が行われていることを明

確に物語っています。

① 宮ケ瀬ダム完成後に架空予測を

やめた神奈川県営水道

宮ケ瀬ダムが 2000 年度に完成するまでは神奈川

県営水道、横浜市水道、川崎市水道、横須賀市水道

は、一日最大給水量が急増し、宮ケ瀬ダムの水源が

必要だという架空の水需要予測を行っていました。

ところが、宮ケ瀬ダム完成後は実績に沿った水重要

予測になり、様変わりしています（図７）。

② 当別ダム完成後に架空予測を

やめた札幌市水道

札幌市水道は当別ダム完成までは実績を無視し

た水需要急増の架空予測を行っていましたが、2012

年に当別ダムが完成した後は実績重視の予測に変

わりました（図８）。

図 8

図 7
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（４） 厚生労働省も水道の需要が将来は大幅に減少すると予測

厚生労働省は下記のとおり、水道の需要が将来は大幅に減少していくという予測を行っています。水

需要が減少し続けていくことは否定することができない歴然とした事実なのです。

ところが、厚生労働省は東京都や佐世保市などの水道事業体に対しては、その架空予測を容認して、

ダム負担金への国庫補助（1/3～1/2）を行い、ダム事業への参画を支えているのです。

表の顔と裏の顔を使い分ける厚生労働省の姿勢は大いに糾弾されなければなりません。

厚生労働省「第１回水道事業の維持・向上に関する専門委員会」 2016 年 3 月 22 日

参考資料２－２：水道事業の基盤強化方策に盛り込むべき事項

厚生労働省「第３回新水道ビジョン策定検討会」2012 年 3 月 26 日 資料-4 将来の事業環境

厚生労働省の予

測は人口だけでは

なく、節水型機器

の普及等により、

一人当たり生活用

水も減少すること

が前提になってい

ます。

厚生労働省の予測

は有収水量の予測で

すので、有収率の向

上や負荷率の上昇も

考慮して、一日最大

給水量の予測を行え

ば、将来値の減少率

は左図よりもっと大

きくなります。
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２ 鬼怒川水害を引き起こした国土交通省の責任

（１）４ダムの治水効果とは？

１）鬼怒川上流の４ダム

鬼怒川の上流には国交省のダムが 4基（五

十里、川俣、川治、湯西川ダム）もあって、

その集水面積 595 ㎢は鬼怒川の流域面積

1,761 ㎢ の 1/3 を占めています（図１）。

そして、４ダムの治水容量は合計で 12,530

万㎥もあります（八ッ場ダムの治水容量 6,500

万㎥の約 2倍）。

しかし、2015 年 9 月は鬼怒川下流部で溢水

と決壊が起き、甚大な被害をもたらしました。

ダムでは流域住民の安全を守ることができな

いのです。

２）４ダムの洪水調節効果の下流での減衰

ダム地点の洪水ピークの削減量は 2,000 ㎥

／秒以上ありましたが、下流の水海道地点の

洪水ピークの削減量は国交省によるダムなし

の計算水位から推定すると、約 180 ㎥／秒で

した（図２）。４ダムによる削減効果は下流で

は 1/10 以下に減衰していたのです。

ダムによる洪水ピークの削減量が下流で激

減するのは次の二つの要因が働くからです。

① 支川の流入によるダム地点の洪水ピー

クと下流部の洪水ピークの時間的なずれ

② 下流部まで流れるまでの間の河道貯留

効果によって洪水ピークが減衰

このように、４ダムの洪水調節の治水効果

は効率が極めて低いものなのです。

３）川治ダムの緊急放流 日光市藤原地区の

約 140 戸が一時避難

2015 年 10 月 9 日の下野新聞が「上流 日光・

川治ダム越流の恐れ」「迫る緊急放流 住民避

難」という見出しで、鬼怒川水系 4ダムの一つ、川治ダムの直下で 9月 10 日午前 4時 45 分に一時避難

の発令が出されたことを伝えています。川治ダムが満水になって、緊急放流する危険が高まり、洪水を

コントロールできなくなる恐れが生じたため、日光市藤原地区の約 140 戸が一時避難したのです。大雨

が収まり、緊急放流は見送られましたが、もし緊急放流していれば、ダムの直下はダムの洪水調節の効

果を前提とした河道になっているので、氾濫し、大きな被害が発生したに違いありません。

このようにダムとは、満水になると、調節機能を失い、かえって危険な存在になるものであり、その

面でもダムに依存した河川行政からの脱却を図るべきです。

図１ 鬼怒川流域図

図２
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４）ダム偏重の河川行政

鬼怒川ではダム偏重の河川行政が続けられてきました。

2012 年に完成した湯西川ダムの建設に巨額の河川予算が投入さ

れてきました。湯西川ダムの建設事業費は 1,840 億円にもなりまし

た（負担額の内訳は治水 1,144 億円、かんがい 52 億円、都市用水

644 億円）。

その一方で、鬼怒川の河川改修の予算は毎年度 10 億円程度にと

どめられてきたため（図３）、鬼怒川下流部は氾濫の危険性がある

状態が長年放置され、2015年 9月の大水害が引き起こされました。

（２）鬼怒川水害の要因

１）三つの要因

鬼怒川水害は浸水面積が約 40 ㎢におよび、茨城県常総市を中心

に甚大な被害をもたらしました。全壊、大規模半壊、半壊、床上浸

水、床下浸水を合わせた被災住家は 8,000 軒を超えました。

鬼怒川水害には図４のとおり、大きくは三つの要

因があります。一つは鬼怒川 25 ㎞付近（若宮戸）の

溢水、一つは鬼怒川 21 ㎞地点（三坂）の堤防決壊、

そして八間堀川の二次的氾濫です。

２）若宮戸の無堤防地区の溢水

① いわゆる自然堤防の掘削と土嚢の設置

若宮戸は無堤防地区で、いわゆる自然堤防を堤防

代わりにしてきました。ところが、2014 年春にメガ

ソーラー業者が自然堤防を掘削したため、地元住民

の働きかけで同年 7月に国交省が大型土嚢（高さ 80

㎝）を 2段積みましたが、その高さは自然堤防の掘

削前の最低高さに合わせたもので、計画高水位より

約 1ｍも低いものでした。

〔注〕いわゆる自然堤防：自然堤防の上に河畔砂丘が形成された丘陵

② 目標流量の半分強の流量で溢水が始まる

若宮戸 25.35 ㎞地点では 9月 10 日 6 時頃、

2,400 ㎥／秒程度で溢水が始りました（図５）。

2016 年 2 月策定の鬼怒川河川整備計画の河道整

備目標流量が 4,300 ㎥/秒（水海道）ですから、

その半分強の流量で早くも溢水が始まったので

す。

鬼怒川の水位上昇に伴って溢水量が次第に増

加し、最高水位時には鬼怒川水位が土嚢天端を

0.7ｍも超え、大量の洪水が流れ込み、鬼怒川水

害の大きな要因の一つになりました。さらに、

土嚢を単に積んだだけであって、防水シートで土嚢を覆ってロープで一体化しなかったため、土嚢の大

図４

図５

図３
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半が流出し、流入洪水を増大させました。

国交省は土嚢の高さを自然堤防の掘削前の最

低高さに合わせたのであるから、メガソーラー

業者による自然堤防の掘削がなくても、溢水が

避けられなかったとしていますが、掘削前の状

態と、土嚢を積んだ後の状態は大きく違ってい

ます。掘削前の状態であれば、図６のとおり、

溢水した範囲の長さが40ｍ程度であるのに対し

て、掘削後の土嚢積み後は 200ｍもあり、溢水

断面積は（200ｍ×0.7ｍ）／（40ｍ×0.7ｍ×1

／2）＝10 倍に拡大していました。したがって、

掘削前の状態であれば、溢水は避けられなかっ

たとしても、溢水量がはるかに小さく、若宮戸

地区の浸水被害を小規模にとどめることが可能でした。

国交省の土嚢の積み方が被害を大きく拡大したのであって、その責任は重大です。

③ 河川区域拡大の不作為

溢水箇所付近の河川区域は自然堤防より川側にあって、1966 年の指定から変更されていません。この

ため、メガソーラー業者が自然堤防を掘削してしまいました。しかし、国交省は自然堤防を堤防代わり

にしてこの地区を無堤防のままにしてきたのですから、河川区域を自然堤防の範囲まで拡大することに

早期に取り組むべきでした。河川区域を拡げて自然堤防の掘削を防止することを怠ってきた国交省はそ

の責任が大いに問われるべきです。

３）三坂地区の堤防決壊

① 決壊危険箇所の放置

三坂地区周辺は図７のとおり、堤防高が非常

に低く、特に 21 ㎞地点付近は周辺より一段と

低かったため、決壊の危険性が心配されている

ところでした。9月 10 日、鬼怒川の水位が 21

㎞地点の堤防天端高を 20 ㎝超えて越水し、堤

防の川裏法面が洗掘されて12時50分に決壊し

ました（図５）。さらに堤防の天端幅が確保す

べき 6ｍに対して 4ｍしかなかったことが決壊

を早める要因になりました。決壊が周りの堤防

にも拡がり、最終の決壊の長さは約 200ｍにな

りました。ちょうど昼間であったため、決壊の

拡大とともに大量の洪水が流出して家々を吞み込んでいく様子がテレビで放映され、堤防決壊の恐ろし

さを人々に印象付けるものになりました。

決壊地点は上記のとおり、決壊の危険性がもともと高いところでしたが、国交省は堤防の増強を行わ

ず、放置してきました。その責任も重大です。

② 鬼怒川直轄河川事業の計画では今後 20～30 年間に行う河川改修の対象

国交省関東地方整備局が 2014 年 10 月に策定した鬼怒川直轄河川事業の計画では、三坂地区は当面 7

図６

図７
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年で行う河川改修の対象にはせず、今後 20～30 年間に行う河川改修の対象としており、緊急的な対応

が必要があるとはしていませんでした。国交省は三坂地区の堤防が決壊する危険性を認識さえしていな

かったと考えられます。

そして、前述の若宮戸地区の方はこの鬼怒川直轄河川事業の計画では河川改修の対象にもなっていま

せん。鬼怒川の氾濫の危険性に対する国交省の認識は無責任極まりないものでした。

４）八間堀川の二次的氾濫

① 八間堀川排水機場の運転停止

八間堀川は鬼怒川と小貝川の間を流れる川で、下流

に行くと、新八間堀川と旧八間堀川に分かれ、前者は

鬼怒川、後者は小貝川に合流します（図８）。八間堀

川はかんがい用水の幹線排水路として開削された川

であって、普段はわずかな流量しか流れていません。

9月 9日からの降雨による内水で八間堀川の水位が

上昇してきたため、国交省は 9月 10 日午前 2時頃、

八間堀水門を閉め、八間堀川排水機場を運転して新八

間堀川から鬼怒川への排水を開始しました。ところが、

国交省は鬼怒川の水位が上昇してきたという理由で、

午後 1時頃、排水機場の運転を停止しました。

八間堀川には若宮戸と三坂からの鬼怒川の氾濫水が大量に流入してきていましたので、排水機場の運

転停止で新八間堀川は水位が急上昇しました。新八間堀川にいくつかある排水樋管（排水門）のゲート

が開いていたので、午後 3時頃、八間堀川の水が周辺に溢れ出ました（第一波の洪水）。数時間後に排

水樋管のゲートが閉められたものの、八間堀川の水位が上昇し続け、午後 8時頃、大生
お お の

小学校付近の八

間堀川が決壊し、洪水が流出して八間堀川下流域を襲い、さらに深刻な浸水被害をもたらしました（第

ニ波の洪水）。

② 排水機場の運転停止の影響

八間堀川の運転再開は 9 月 10 日午後 10 時 20 分頃でした。

排水機場（2台で 30 ㎥/秒）の運転を続けていれば、約 100

万㎥（東京ドームの 8割）の水が排出されていたのであって、

その影響は決して小さなものではありません。

午後 1時以降、鬼怒川の水位は下がり続けていったのです

から、国交省が機場の運転を早めに再開していれば、八間堀

川、新八間堀川、旧八間堀川の氾濫を最小限にとどめること

ができたのであり、国土交通省の管理の瑕疵が問われるべき

です。

③ 八間堀川排水機場の操作規則

操作規則には「鬼怒川水位が（Y.P.）17.36ｍ以下となった

ときは、機場のポンプの運転を開始すること」と書かれてい

るにもかかわらず、図９のとおり、鬼怒川水位が 17.36ｍを

下回った午後 4 時以降もポンプの運転を再開しませんでした。

国交省は操作規則違反の運転を行ったのではないのかと考えられます。

図９

図８ 八間堀川
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３ ダム事業推進のため、耐越水堤防の普及をやめた国土交通省（耐越水堤防をめぐる経過）

（１）建設省土木研究所による耐越水堤防工法の研究

（石崎勝義・元建設省土木研究所次長 『消されかかっ

ている越水堤防』より）

昭和 40 年代、新潟県の加治川や静岡県の巴川の水害を

経験した建設省は、建設省土木研究所の福岡正巳所長に

よる「河川堤防強化による新治水方式」（昭和 45 年）の

提唱を機に、堤防を越水に耐えられるようにする技術の

研究・調査を土木研究所に依頼しました。1975 年から

1984 年にかけて調査・研究が進められました。

土木研究所が開発した耐越水工法（アーマーレビー工

法）は、兵庫県の一級河川・加古川で具体化され、1988

年には建設省土木研究所河川部河川研究室、機械施工部

土質研究室によって「加古川堤防質的強化対策調査報告

書」がまとめられました。この報告書は、アーマーレビ

ー工法が加古川において「十分な耐越水能力を持つこと

が確認された」とし、「堤防の強化は様々な方法で行うこ

とが可能であり、それぞれの堤防が置かれた状況に応じ

て、無理のない方法で行うことが、均整のとれた治水安

全度の向上にとって重要である」と結論づけています。

（２）フロンティア堤防・アーマーレビー（鎧型堤防）の実施（施工開始時期 1988～1998 年度）

建設省土木研究所での耐越水堤防に関する実験結果を踏まえて、一級水系河川でフロンティア堤防、

アーマーレビーの施工が 1980 年代の後半から実施されるようになりました。

〔注〕フロンティア堤防とアーマーレビーの差はなく、次第にフロンティア堤防の名称に統一されるようになりました。

（国土交通省の資料 2016 年 9 月 9 日）
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（３）フロンティア堤防の登場と退場

（水木靖彦氏（元・青森県職員）の「『越水に対する耐久性の高い堤防』への想い」より）

１）フロンティア堤防の登場

一級水系河川でのフロンティア堤防の施工が 1980 年代後半から実施されてきたことを受けて、建設

省はフロンティア堤防の整備を「建設白書」に記述するようになりました。

① 建設白書の耐越水堤防の記述

〇 1996 年建設白書 「求められる壊滅的被害の回避」

「計画規模を超えた洪水による被害を最小限に押え、危機的状況を回避するため、越水や長時間の浸

透に対しても耐えることができる幅の広い高規格堤防（スーパー堤防）や、破堤しにくい質の高い堤防

（フロンティア堤防）の整備が求められる」

〇 1997 年建設白書 「水害・土砂災害等への対応」

「平成 9年度を初年度とする第 9次治水事業 5箇年計画(案)においては、越水に対し耐久性が高く破

堤しにくいフロンティア堤防の整備を進めることとしている」

〇 1998 年建設白書 「求められる壊滅的被害の回避」

「破堤をできるだけ防ぎ、被害を最小限にとどめるためのハード整備（大洪水でも破堤しない「スー

パー堤防」、越水・浸透への耐久性が高い「フロンティア堤防」）を推進していく必要がある」

〇 2000 年建設白書 「危機管理対応型社会の構築（壊滅的被害の回避）」

「万一、計画規模を上回る洪水が発生しても、破堤に伴う壊滅的な被害の発生が回避できるスーパー

堤防や、越水・浸透への耐久性が高い堤防の整備を行う」

② 「河川堤防設計指針(第 3 稿)」

建設省は耐越水堤防の普及を図るため、「河川堤防設計指針(第 3稿)」を発行し、関係機関に通知し

た。

〇 2000 年 3 月

「河川堤防設計指針(第 3稿)」を発行。

〇 2000 年 6 月 1 日

河川局治水課流域治水調整官は、事務連絡という手続きで、北道開発局河川企画官、各地方整備局河

川調査官あてに、「河川堤防設計指針(第 3稿)」を通知。

国土交通省に情報公開請求で「河川堤防設計指針

(第 3稿)」の開示を求めたところ、文書不存在で不

開示となりましたが、別ルートで入手することがで

きました。
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「河川堤防設計指針（第３稿）」    241 ページ

第１章 総説

第２章 堤防の整備および設計の考え方

第３章 堤防等現況調査

第４章 浸透に対する堤防の設計

第５章 侵食に対する堤防の設計

第６章 越水に対する難破堤堤防の設計

第７章 地震に対する堤防の設計

第８章 構造物周辺の堤防の整備   （構造物：水門、樋門）

「河川堤防設計指針（第 3稿）」

第６章 越水に対する難破堤堤防の設計

計画規模相当の洪水で越水する可能性がある区間では、耐越水を念頭に置いた堤防設計（せめて人命

被害を回避できる水準の設計）を行なうものとするが、この堤防整備は、整備途上の河川における危機

管理のための緊急避難的な措置である。

堤防の高さが確保されたとしても、洪水調節施設や河道掘削等の遅延により計画規模以下の洪水であ

っても容易に計画高水位を上回り、さらには越水する可能性を否定することはできない状況となってい

る。このことから（中略）、被害の最小化（減災）、特に人的な被害の回避という危機管理上の観点から、

背後地の土地利用状況を勘案し、必要に応じて越水に対しても一定の安全性を有するような堤防（以下、

難破堤堤防という）の整備すべき区間を設定し、このような区間については短時間の越水であれば耐え

られるような構造となるよう堤防を設計する必要がある。

越水に対して壊れない堤防を設計する場合には、本指針ではなく、高規格堤防の設計法を参照するか、

個別に検討する必要がある。

〔注〕被覆型耐越水堤防とコア型耐越水堤防

耐越水堤防には連節ブロックなどで川裏法面を覆って洗掘を防ぐ被覆型と、堤防の中心部にソイル

セメントや鋼矢板等を挿入して堤防を強化するコア型があります。フロンティア堤防は被覆型の耐越

水堤防です。
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２）フロンティア堤防の退場

2002 年 7 月 12 日、河川局治水課長から北海道開発局河川計画課長、各地方整備局河川部長あて「河

川堤防の設計について」を通達。

同日付けで、治水課河川整備調整官から各地方整備局河川調査官等へ、2000 年 6 月 1 日付け流域治水

調整官事務連絡｢河川堤防設計指針(第 3稿)｣は廃止する旨の通知。

河川堤防設計指針(第 3稿)に代わって通知された「河川堤防設計指針 2002 年 7 月 12 日」は耐越水

堤防に関する記述が一切消えていました。

（４）フロンティア堤防が退場した真の理由

１）川辺川ダム住民討論集会

2000 年 6月から 2002 年 7月までの間に耐越水堤防

に関する国土交通省（建設省）の方針転換が行われま

した。この 2年間に何があったのでしょうか。ちょう

ど、その時、当時の潮谷義子・熊本県知事の意向で

2001 年 12 月 9 日から川辺川ダムの是非をめぐって、

川辺川ダムを考える住民討論集会が熊本県で開かれ

ていました。

〇 第 1回住民討論集会（2001 年 12 月 9 日）

住民側

情報公開請求による開示資料を基に、「フロンティア堤防計画を実施すれば、八代地区で球磨川は氾

濫せず、川辺川ダムは不要」と指摘。

国土交通省

「確かに、八代地区だけをみれば、八代だけであれば、あと 70 億円で、八代の皆様だけは、80 年に一

度の洪水に対して、安全に暮らせるかもしれません。」「強化堤防の整備、八代萩原地区ということで、

今現在の堤防よりもさらに断面積を膨らまして、堤防を強化するという事業でございまして、これは八

代工事事務所のほうで、今年度から実施することとしている、ということでございます。」

（「子守唄の里・五木を育む清流川辺川を守る県民の会」のＨＰより）

〇 2002 年度

「事業概要やつしろ」から、「萩原堤」「フロンティア堤防」「強化堤防」の記述が一切消える。

２）ダム事業推進のための耐越水堤防工法のお蔵入り

フロンティア堤防が国交省の公式文書から退場したのは、2001 年 12 月からの川辺川ダム住民討論集

会で、フロンティア堤防の存在が川辺川ダム等のダム事業を推進する妨げになると、国交省が考えたか

らに他なりません。

このように、旧建設省土木研究所で研究開発されて一級水系河川で実施され、技術的にも確立した耐

越水堤防工法を国土交通省はダム事業推進のため、お蔵入りにしてしまったのです。

現在も国土交通省は「現在の技術レベルではスーパー堤防以外に越水に耐えられる構造は確立されて

いません」と述べ、耐越水堤防の普及を頑なに拒否しています。

なお、スーパー堤防は整備に巨額の費用と長大な年数を要し、さらに住民の強制立ち退きを伴うこと

もあるため、現実性がなく、スーパー堤防の整備を待っていては河川堤防はいつまでたっても危ない状

態が放置されることになります。
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４ ダム検証の実態（推進のお墨付きを与える道具と化したダム検証）

（１）現在までの検証結果

2009 年 9 月の政権交代に伴い、2010 年 10 月から、本体工事着手済みのダム事業等を除き、全

国で 84 のダム事業の検証が行われました。しかし、国土交通省の河川官僚は巧妙に立ち回って、

ダム検証を逆に事業推進のお墨付きを与えるシステムに変えてしまいました。

2016 年 11 月 1 日までのダム検証の結果は下表のとおりです。検証終了ダム 80 ダムのうち、55

ダムが推進、25 ダムが中止になっています。中止ダムの大半は補助ダムです。検証対象 84 ダム

のうち、残り 4ダムが検証中です。

（２）中止ダムの中身

検証終了ダムのうち、中止ダムの割合が 31％ありますが、このことはダム検証に意味があった

ことを示すものではありません。ダム検証で中止となったダムの最近の年間予算額を見ると、ゼ

ロか数千万円以下にとどまっていて、もともと事業推進の意欲が低いものが大半を占めています。

すなわち、中止ダムの大半はダム事業者の意向によって中止になったのであって、適切な検証

が行われた結果によるものではありません。

ダム検証といっても、その内容はダム案が圧倒的に有利となる枠組みの中でダム案と非ダム案

の比較を行うものですから、ダム事業者がダム見直しの意図を持っていない限り、中止の検証結

果が出ることはありません。

例外と言えるのは、兵庫県の武庫川ダム、熊本県の五木ダム、滋賀県の北川ダムと丹生ダムで

す。武庫川ダムと五木ダムは流域の運動の高まり、北川ダムは嘉田由紀子・前知事のリーダーシ

ップによって中止になりました。丹生ダムは淀川水系流域委員会の意見書と嘉田・前知事の意向

が中止の大きな要因になりました。

（３）検証が終了した注目ダムはほとんどが継続へ

検証が終了した注目ダムは次表のとおり、ほとんどが継続となっています。

事業継続となった注目ダム

① 直轄ダム、水資源機構ダム

八ッ場ダム、足羽川ダム、サンルダム、立野ダム、平取ダム、成瀬ダム、山鳥坂ダム、設楽

ダム、川上ダム、霞ヶ浦導水事業、利賀ダム、城原川ダム、大戸川ダム、思川開発事業（南

摩ダム）、・・・

② 補助ダム

五ケ山ダム、最上小国川ダム、簗川ダム、厚幌ダム、安威川ダム、内ケ谷ダム、石木ダム、

平瀬ダム、・・・

推進 中止

直轄ダム・水資源機構ダム 31 24 6 1

道府県ダム（補助ダム） 53 31 19 3

計 84 55 25 4

（検証終了ダム：国交省の対応方針が出たダム事業）

ダムの検証状況　（2016年11月1日現在）

検証対象ダム
検証終了ダム

検証中のダム
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（４）検証中のダム

検証が終了していないダム等事業は次のとおりです。

水資源機構事業 ：木曽川水系連絡導水路

補助ダム    ：角間ダム（長野）、大島ダム（岐阜）、水無瀬
み な せ

生活貯水池（岐阜）

事業主体 事業施設名
平成21年度時点の

事業段階

事業者

の検証

結果

国交省の

方針決定

関東地整 八ツ場ダム 転流工工事 推進 2011/12/1 追認 2011/12/22

近畿地整 足羽川ダム 調査・地元説明 推進 2012/6/26 追認 2012/7/23

北海道開発局 サンルダム 生活再建工事 推進 2012/10/29 追認 2012/11/12

九州地整 立野ダム 生活再建工事 推進 2012/11/22 追認 2012/12/6

北海道開発局 沙流川総合開発　［平取ダム］ 生活再建工事 推進 2012/12/17 追認 2013/1/25

東北地整 成瀬ダム 転流工工事 推進 2012/12/17 追認 2013/1/25

四国地整 山鳥坂ダム 調査・地元説明 推進 2013/1/22 追認 2013/1/28

中部地整 設楽ダム 生活再建工事 推進 2014/4/22 追認 2014/4/25

関東地整 霞ヶ浦導水事業 （工事中） 推進 2014/8/6 追認 2014/8/25

水資源機構 川上ダム 転流工工事 推進 2014/8/6 追認 2014/8/25

北陸地整 利賀ダム 生活再建工事 推進 2016/8/3 追認 2016/8/25

近畿地整 大戸川ダム 生活再建工事 推進 2016/8/3 追認 2016/8/25

九州地整 城原川ダム 調査・地元説明 推進 2016/7/8 追認 2016/7/20

水資源機構 思川開発　［南摩ダム］ 転流工工事 推進 2016/8/3 追認 2016/8/25

水資源機構 丹生ダム 生活再建工事 中止 2016/7/8 追認 2016/7/20

水資源機構 木曽川水系連絡導水路 （調査中）

福岡県 五ヶ山ダム 生活再建工事 推進 2011/3/1 追認 2011/5/19

山形県 最上小国川ダム 調査・地元説明 推進 2011/6/29 追認 　2011/8/12

兵庫県 武庫川ダム 調査・地元説明 中止 2011/6/29 追認 　2011/8/12

岩手県 築川ダム 生活再建工事 推進 2011/7/20 追認 　2011/8/12

北海道 厚幌ダム 生活再建工事 推進 2011/8/23 追認 　2011/8/26

大阪府 安威川ダム 生活再建工事 推進 2012/4/26 追認 2012/.6/11

岐阜県 内ヶ谷ダム 生活再建工事 推進 2012/4/26 追認 2012/.6/11

長崎県 石木ダム 生活再建工事 推進 2012/4/26 付帯意見 2012/.6/11

山口県 平瀬ダム 転流工工事 推進 2012/7/11 追認 2012/7/30

熊本県 五木ダム 転流工工事 中止 2012/7/11 追認 2012/7/30

滋賀県 北川ダム 生活再建工事 中止 2012/7/11 追認 2012/7/30

群馬県 増田川ダム 調査・地元説明 中止 2015/8/24 追認 2015/9/8

群馬県 倉渕ダム 生活再建工事 中止 2015/8/24 追認 2015/9/8

長野県 角間ダム 調査・地元説明

特に注目されるダムの検証状況（2016年11月1日現在）

国交省「今後の治水対策の
あり方に関する有識者会議」

直

轄

ダ

ム

・

水

資

源

機

構

ダ

ム

検証中

補

助

ダ

ム

検証中　
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（億円）

平成17
年度

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

平成21
年度

平成22
年度

平成23
年度

平成24
年度

平成25
年度

平成26
年度

平成27年
度

平成28年
度

直轄ダム・水資源機構ダム 3,187 3,181 3,092 3,001 2,875 2,569 2,374 1,889 1,992 1,980 2,135 2,180

補助ダム 1,169 1,092 1,043 869 921 772 689 661 545 572 652 684

計 4,356 4,274 4,135 3,870 3,795 3,341 3,063 2,550 2,537 2,552 2,787 2,864

〔注１〕利水者負担金を含む予算を示す。ただし、平成17～21年度の補助ダムの利水負担金は推定で加算した。

〔注２〕直轄ダム・水資源機構ダムの予算は直轄堰堤改良事業と直轄堰維持事業を含む。

全国のダム予算の推移

（５） 全国のダム予算の推移

  （６） 今までの中止ダム

(2016年11月現在）

中止年
直轄・水機構

ダム
補助ダム 計

1996 年度 2 2 4

1997 年度 0 6 6

1998 年度 0 7 7

1999 年度 0 0 0

2000 年度 12 35 47

2001 年度 0 8 8

2002 年度 6 8 14

2003 年度 4 6 10

2004 年度 1 2 3

2005 年度 0 6 6

2006 年度 0 4 4

2007 年度 0 2 2

2008 年度 1 1 2

2009 年度 1 1 2

2010 年度 1 1 2

2011 年度 0 1 1

2012 年度 2 5 7

2013 年度 2 8 10

2014 年度 0 1 1

2015 年度 1 0 1

2016 年度 0 3 3

2017 年度 1 0 1

計 34 107 141

中止になったダムの数　（国土交通省関係）

1990 年代前半まではダム事業が止まることはほとん

どありませんでした。ダム予定地等で反対運動が進めら

れましたが、大きな広がりを持つ運動にはなりませんで

した。しかし、1990 年前後から長良川河口堰反対運動

が全国に広がり、それを契機として、各地の河川でもダ

ムや堰など、河川開発事業の計画、建設が進められてい

ることを多くの市民が知ることになり、全国で反対運動

が展開されるようになりました。

1990 年代に入って水道用水の需要の増加が止まり、

減少傾向になってきたこと、財政事情が一層ひっ迫して

きたこと、ダム等反対運動の高まりが相まって、1996

年頃からダム等の計画が徐々に止まるようになり、2000

年にはかなりの数の事業がストップされました。今まで

に中止されたダム等の事業は小さいダムも合わせると、

約 140 基にもなります。その中にはダム等反対運動の成

果として止まった事業も数多くありました。

しかし、八ッ場ダムをはじめとして、従前通り、推進

されているダム等の計画も少なからずあり、国等による

事業推進と、市民たちの反対運動のつば競り合いが展開

されていきました。そのような状況で、反対運動側の総

仕上げが 2009 年の政権交代に伴う全国のダム見直し声

明、八ッ場ダム中止声明でした。ところが、この声明に

基づき、翌年から実施されたダム検証が暗転し、ダム等

の事業に推進のお墨付きを与える道具に化してしまい

ました。
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(2016年11月１日現在）

　  1997年度から　　　　 　  1998年度から　　　　 　  1999年度から

〔直轄事業〕　　　　　　 〔補助事業〕　　　　　　 〔補助事業〕

日橋川上流総合開発（福島） 　　　 日野沢ダム（岩手）　　　 白老ダム（北海道）

稲戸井調節池総合開発（茨城）  　　　　乱川ダム　（山形）　　　 丸森ダム　（宮城）

満名ダム　（沖縄）　　　 河内ダム　（石川）

〔補助事業〕　　　　　　 明戸生活貯水池（岩手）　 所司原ダム（石川）

水原ダム　（福島）　　　 芋川生活貯水池（新潟）　 トマム生活貯水池（北海道）

伊久留川ダム（山形）　　 仁井田生活貯水池(高知）　　　　 梅津生活貯水池（長崎）

七ツ割生活貯水池（熊本)

　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　

　  2000年度から　　　　 　  2001年度から（続）　 　　2002年度から

〔直轄事業〕　　　　　　 〔補助事業〕　　　　　　 〔補助事業〕

千歳川放水路事業（北海道） 松倉ダム（北海道）　　　 外面ダム（福島）

ただし、河川事業 長木ダム（秋田）　　　　 百瀬ダム（富山）

北本内ダム（岩手）　　　 宮川内谷川総合開発（徳島）

　　　　　　　　　　　　 新月ダム（宮城）　　　　 雄川生活貯水池（群馬）

　　　　　　　　　　　　 久慈川ダム（福島）　　　 笹子生活貯水池（山梨）

　　　　　　　　　　　　 緒川ダム（茨城）　　　　 片川生活貯水池（三重）

　　　　　　　　　　　　 小森川ダム（埼玉）　　　 美里生活貯水池（和歌山）

　　　　　　　　　　　　 片貝川ダム（富山）　　　 黒谷生活貯水池（徳島）

　　　　　　　　　　　　 大野ダム（埼玉）　　　　

　　　　　　　　　　　　 追原ダム（千葉）

　　　　　　　　　　　　 芦川ダム（山梨）

　　　　　　　　　　　　 羽茂川ダム（新潟）

　　　　　　　　　　　　 大仏ダム（長野）　　　　

　　　　　　　　　　　　 飛鳥ダム（奈良）

　　　　　　　　　　　　 関川ダム（広島）　　 　2003年度から

中部ダム（鳥取）　　　　

　  2001年度から　　　　 木屋川ダム（山口） 〔直轄事業〕

多治川ダム（香川）　　　 小川原湖総合開発事業（青森）

〔直轄事業〕　　　　　　 寒田ダム（福岡）　　　　 渡良瀬遊水池総合開発Ⅱ期事業（栃木等）

川古ダム（群馬）　　　　 轟ダム（長崎）　　　　　 清津川ダム（新潟）

印旛沼総合開発（千葉）　 白水ダム（沖縄）　　　　 紀伊丹生川ダム（和歌山）

江戸川総合開発（東京）　 黒沢生活貯水池（岩手）　 高梁川総合開発事業（岡山）

荒川第二調節池総合開発（埼玉）　　　 正善寺生活貯水池（新潟）　　　　

木曽川導水（愛知）　　　 池川生活貯水池（富山）　 〔公団事業〕

矢作川河口堰（愛知）　　 大村川生活貯水池（三重）　 栗原川ダム（群馬）

細川内ダム（徳島）　　　 桂畑生活貯水池（三重）　

矢田ダム（大分）　　　　 手洗生活貯水池（宮崎）　 〔補助事業〕

猪牟田ダム（大分）　　　 アザカ生活貯水池（沖縄）　 入川ダム（新潟）

高遊原地下浸透ダム（熊本）　　　　　　 渡嘉敷生活貯水池（沖縄）　 湯道丸ダム（富山）

　　　　 中野川生活貯水池（新潟） 黒川ダム（富山）

〔公団事業〕　　　　　　 山神生活貯水池再開発（福岡）　 伊勢路川ダム（三重）

平川ダム（群馬）　　　　 赤木生活貯水池（熊本）　 南丹ダム（京都）

思川開発（栃木）　　  　 竹尾生活貯水池（山口） 中山川ダム（愛媛）

　〔大谷川分水・行川ダム〕 北松野生活貯水池（静岡) 大谷原川生活貯水池（茨城）

丹南生活貯水池（兵庫） 大原川生活貯水池（岡山）

　　2004年度から 　　2005年度から

〔補助事業〕

〔直轄事業〕 東大芦川ダム（栃木） 〔直轄事業〕

土器川総合開発（香川） 佐梨川ダム（新潟） 木曽川流水総合改善事業（岐阜）

座津武ダム（沖縄） 釈迦院ダム（熊本）

新田川ダム（福島） 〔補助事業〕

〔公団事業〕　　　　　　 磯崎ダム（青森） 西万倉生活貯水池（山口）

戸倉ダム（群馬） 高浜生活貯水池(熊本） 福田川生活貯水池（京都）

三用川生活貯水池(新潟）

倉渕ダム（群馬）〔凍結〕

　　2006年度から 　　2007年度から 　　200８年度から

〔補助事業〕 〔補助事業〕 〔補助事業〕

清瀧ダム（福岡） 姫戸ダム（熊本） 男川ダム（愛知）

中村ダム（青森） 吹山ダム（宮崎） 村松ダム（長崎）

真木ダム（秋田） 大室川生活貯水池（栃木）

下諏訪ダム（長野） 八鹿生活貯水池（兵庫）

蓼科ダム（長野）

清川治水ダム（長野）

　　2009年度から 　　2010年度から 　　2011年度から

〔直轄事業〕 〔直轄事業〕 〔補助事業〕

余野川ダム(大阪） 上矢作川ダム（岐阜） 奥間ダム（沖縄）

〔補助事業〕 〔補助事業〕

芹谷ダム（滋賀） 郷士沢生活貯水池（長野）

　　2012年度から 　　2013年度から 　　2014年度から

〔直轄事業〕 〔直轄事業〕 〔補助事業〕

七滝ダム（熊本） 戸草ダム(長野 ） 猿川ダム（佐賀）

吾妻川上流総合開発（群馬） 荒川上流ダム再開発（埼玉）

　　2015年度から

〔補助事業〕 〔補助事業〕

大和沢ダム（青森） タイ原ダム（沖縄） 〔直轄事業〕

大多喜ダム（千葉） 常浪川ダム（新潟） 利根川上流ダム群再編（群馬 ）

武庫川ダム（兵庫） 北川ダム（滋賀）

奥戸生活貯水池（青森） 五木ダム（熊本） 　　2016年度から

大谷川生活貯水池（岡山） 晒川生活貯水池（新潟）

黒沢生活貯水池（長野） 〔補助事業〕

駒沢生活貯水池（長野） 津付ダム（岩手）

柴川生活貯水池（徳島） 倉淵ダム（群馬）

増田川ダム（群馬）

　　2017年度から

〔機構事業〕

丹生ダム(滋賀）

 　中止になったダム事業（国土交通省関連）　
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区
）

島
ヶ
原
第
１
浄
水
場

（
島
ヶ
原
第
1
水
源
）

（
島
ヶ
原
地
区
）

玉
滝
浄
水
場

(槇
山
水
源
)

（
阿
山
地
区
）

山
田
浄
水
場

剣
谷
浄
水
場
（
剣
谷

水
源
）
（
大
山
田
地
区
）

廃
止
・
縮
小
が

予
定
さ
れ
て
い
る

水
源
、
浄
水
場

（
影
響
地
域
）

朝
古
川
浄
水
場
(朝
古
川
水
源
、

岡
鼻
水
源
)

滝
川
浄
水
場
（
塚
脇
第
一
・
第
二

水
源
）
（
伊
賀
地
区
）

阿
保
浄
水
場
（
阿
保
第
二

水
源
）
（青
山
地
区
）

小
田
浄
水
場

猪
田
浄
水
場
（
猪
田
水
源
）

丸
山
浄
水
場
（
丸
山
水
源
）

比
土
浄
水
場
（
比
土
水
源
）

（
上
野
地
区
）

2

＜
考
え
ら
れ
る
疑
問
に
つ
い
て
検
証
し
て
み
よ
う
＞

①
水

源
が

枯
渇

し
た

り
不

安
定

だ
か

ら
廃

止
す

る
と

言
っ

て
い

る
が

？

ウ
ソ

で
す

。
阿

保
浄

水
場

の
木

津
川

沿
い

の
浅

井
戸

水
源

が
一

つ
枯

渇
し

た
と

水
道

部
は

言
い

ま
す

が
、

川
沿

い
の

浅
井

戸
が

枯
渇

す
る

と
は

考
え

ら
れ

ま
せ

ん
。

情
報

公
開

請
求

し
て

も
、
一

切
開

示
を

拒
否

し
て

い
ま

す
。
な

ぜ
隠

す
の

で
し

ょ
う

か
？

そ
の

上
さ

ら
に

、
隣

の
浅

井
戸

も
非

常
に

不
安

定
で

枯
渇

の
恐

れ
が

あ
る

た
め

廃
止

す
る

と
い

う
の

で
す

。
ウ

ソ
の

上
に

ウ
ソ

を
重

ね
る

と
は

こ
の

こ
と

で
は

な
い

で
し

ょ
う

か
。

旧
伊

賀
町

や
阿

山
、

上
野

、
大

山
田

な
ど

の
他

の
水

源
も

も
と

も
と

と
て

も
豊

か
な

水
源

で
す

。
一

度
も

断
水

騒
ぎ

な
ど

な
か

っ
た

の
に

、
な

ぜ
不

安
定

だ
か

ら
な

ど
と

い
う

根
拠

に
な

ら
な

い
理

由
を

挙
げ

て
廃

止
す

る
の

で
し

ょ
う

か
？

②
水

道
料

金
は

、
今

後
値

上
げ

し
な

い
と

言
っ

て
い

る
が

？

あ
き

ら
か

な
ウ

ソ
で

す
。
水

道
水

を
新

た
に

確
保

す
る

た
め

に
20

0
億

円
以

上
の

負
担

が
こ

れ
か

ら
伊

賀
市

民
の

肩
に

か
か

る
と

い
う

の
に

、
水

道
料

金
が

値
上

げ
し

な
い

わ
け

が
あ

り
ま

せ
ん

。
水

道
部

は
15

年
間

値
上

げ
し

な
い

見
込

み
と

言
っ

て
い

ま
す

。
し

か
し

、
水

道
部

は
減

り
続

け
て

い
る

工
場

用
用

水
需

要
が

今
後

6
年

で
1.

5
倍

に
な

る
と

根
拠

の
な

い
予

測
を

し
て

い
ま

す
。

伊
賀

市
の

工
場

用
水

の
料

金
は

桑
名

市
、
四

日
市

、
鈴

鹿
市

な
ど

近
隣

市
の

80
倍

な
の

で
す

。
ま

だ
原

野
の

上
野

南
部

丘
陵

に
わ

ず
か

あ
と

2
年

後
に

工
場

が
立

ち
並

び
極

め
て

高
額

の
水

道
水

を
大

量
に

使
う

な
ど

と
誰

が
信

じ
る

で
し

ょ
う

か
？

こ
の

絵
に

描
い

た
も

ち
で

、
水

道
部

は
約

34
億

円
の

増
収

が
あ

る
と

し
て

い
ま

す
が

、
こ

の
増

収
は

ゼ
ロ

に
な

る
可

能
性

が
高

く
、

今
ま

で
の

傾
向

か
ら

す
れ

ば
マ

イ
ナ

ス
に

す
ら

な
り

え
ま

す
。

も
う

こ
れ

だ
け

で
値

上
げ

し
な

い
と

い
う

根
拠

は
根

底
か

ら
崩

れ
ま

す
。

③
ダ

ム
へ

の
利

水
参

画
が

な
ん

で
問

題
な

の
？

水
道

基
本

計
画

案
の

背
後

に
、

ダ
ム

へ
の

利
水

参
画

の
問

題
が

あ
り

ま
す

。
巨

額
の

負
担

金
を

伊
賀

市
が

背
負

っ
て

、
必

要
の

な
い

大
き

な
水

利
権

を
獲

得
し

よ
う

と
い

う
の

で
す

。
そ

の
水

を
使

う
た

め
に

、
伊

賀
各

地
の

お
い

し
く

て
安

全
で

安
定

し
て

い
る

水
源

、
浄

水
場

を
廃

止
し

よ
う

と
し

て
い

ま
す

。
利

水
参

画
の

負
担

が
巨

額
な

の
で

、
他

の
水

源
、

浄
水

場
を

維
持

し
て

い
く

資
金

的
余

裕
も

な
く

な
り

ま
す

。
そ

の
た

め
、

今
、

無
理

や
り

に
で

も
ダ

ム
利

水
と

ゆ
め

が
丘

浄
水

場
へ

の
一

極
集

中
を

進
め

る
路

線
を

引
こ

う
と

し
て

い
る

の
で

す
。

今
、

水
は

充
分

足
り

て
い

ま
す

。
20

0
億

円
以

上
に

も
な

る
巨

額
の

負
担

金
を

背
負

っ
て

ま
で

、
巨

大
ダ

ム
の

水
利

権
を

新
た

に
獲

得
す

る
必

要
は

全
く

あ
り

ま
せ

ん
。

利
水

参
画

す
る

と
、
伊

賀
市

の
み

が
ば

く
大

な
経

費
を

負
担

す
る

こ
と

に
な

り
ま

す
。

利
水

参
画

を
止

め
れ

ば
、

治
水

だ
け

の
目

的
と

な
り

、
国

や
流

域
府

県
が

経
費

を
負

32



3

担
す

る
の

で
、

伊
賀

市
の

負
担

は
な

く
な

る
の

で
す

。
＊

利
水

参
画

と
は

？
：

ダ
ム

開
発

に
利

水
面

で
参

画
し

て
諸

経
費

を
負

担
す

る
代

わ
り

に
水

道
水

供
給

の
た

め
の

水
利

権
を

獲
得

す
る

こ
と

で
す

。

④
利

水
か

ら
の

撤
退

し
た

ら
ゆ

め
が

丘
浄

水
場

に
水

が
送

ら
れ

な
く

な
り

、
市

民
が

困
る

の
で

は
？

こ
れ

も
ウ

ソ
で

す
。

た
し

か
に

今
の

ゆ
め

が
丘

浄
水

場
の

水
利

権
は

木
津

川
（

森
井

堰
）
か

ら
取

水
す

る
「

暫
定

豊
水

水
利

権
」
で

す
。「

豊
水

」
は

河
川

の
水

が
余

っ
て

い
る

と
き

の
み

取
水

で
き

る
と

い
う

条
件

で
す

。
し

か
し

、
今

ま
で

一
度

た
り

と
も

取
水

制
限

は
あ

り
ま

せ
ん

。
水

は
い

つ
も

十
分

す
ぎ

る
ほ

ど
あ

る
の

で
す

。
「

暫
定

」
は

ダ
ム

利
水

へ
の

参
画

を
前

提
に

与
え

ら
れ

て
い

る
暫

定
的

な
水

利
権

だ
と

い
う

意
味

で
す

。
利

水
か

ら
撤

退
し

た
ら

水
利

権
を

失
い

、
た

ち
ま

ち
木

津
川

か
ら

の
取

水
が

で
き

な
く

な
り

、
市

民
が

困
る

と
水

道
部

は
主

張
し

て
い

ま
す

。
し

か
し

、
ダ

ム
利

水
か

ら
撤

退
し

た
事

例
は

日
本

各
地

に
あ

り
ま

す
が

、
暫

定
水

利
権

を
失

っ
て

市
民

が
困

っ
た

と
い

う
事

例
は

あ
り

ま
せ

ん
。

水
は

憲
法

の
保

証
す

る
生

存
権

に
関

わ
る

こ
と

で
す

の
で

、
国

を
い

え
ど

も
伊

賀
市

、
伊

賀
市

民
か

ら
奪

う
こ

と
は

で
き

ま
せ

ん
。

⑤
今

か
ら

利
水

か
ら

撤
退

す
る

と
か

え
っ

て
高

く
つ

く
の

で
は

？

こ
れ

も
ウ

ソ
で

す
。
他

市
他

県
が

や
っ

て
い

る
よ

う
に

、
わ

ず
か

10
億

円
前

後
の

違
約

金
を

払
っ

て
撤

退
す

れ
ば

い
い

の
で

す
。

全
国

的
な

人
口

減
少

状
況

の
中

、
水

余
り

と
な

る
こ

と
を

見
越

し
て

、
奈

良
県

は
平

成
16

年
に

、
兵

庫
県

西
宮

市
は

平
成

22
年

に
利

水
か

ら
撤

退
し

ま
し

た
（

撤
退

に
伴

う
違

約
金

奈
良

県
＝

7.
97

億
円

、
西

宮
市

＝
5.

72
億

円
）
。

⑥
利

水
撤

退
し

て
、

水
が

足
り

な
く

な
る

こ
と

は
な

い
の

？

あ
り

ま
せ

ん
。

今
あ

る
水

源
、

浄
水

場
で

充
分

す
ぎ

る
ほ

ど
の

水
が

あ
り

ま
す

。
こ

れ
か

ら
人

口
減

少
は

確
実

に
進

み
ま

す
。

水
は

余
り

こ
そ

す
れ

、
足

り
な

い
こ

と
は

な
い

の
で

す
。

伊
賀

は
水

が
め

の
よ

う
な

地
形

で
、

水
は

昔
か

ら
豊

か
な

と
こ

ろ
で

す
。

お
い

し
い

日
本

酒
も

お
い

し
い

料
理

も
す

べ
て

伊
賀

の
お

い
し

い
水

が
基

本
で

す
。

伊
賀

の
お

い
し

い
豊

か
な

水
は

私
た

ち
の

誇
り

で
あ

り
、

支
え

で
す

。
そ

れ
を

簡
単

に
手

放
し

て
は

い
け

ま
せ

ん
！

⑦
今

さ
ら

利
水

撤
退

は
出

来
る

の
？

で
き

ま
す

。
市

長
、

行
政

、
議

会
、

市
民

が
協

力
し

あ
っ

て
、

こ
れ

以
上

水
は

要
ら

な
い

と
言

え
ば

い
い

の
で

す
。

来
年

度
に

予
定

さ
れ

て
い

る
本

体
工

事
着

工
ま

で
で

あ
れ

ば
、

利
水

か
ら

の
撤

退
は

可
能

で
す

。
今

が
最

後
の

チ
ャ

ン
ス

で
す

。
4

⑧
利

水
か

ら
撤

退
す

れ
ば

治
水

は
放

っ
て

お
か

れ
る

の
で

は
？

い
い

え
。

治
水

は
治

水
で

し
っ

か
り

と
す

み
や

か
に

対
策

を
講

じ
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

大
阪

な
ど

下
流

は
も

う
川

上
ダ

ム
を

必
要

と
し

て
い

ま
せ

ん
が

、
神

戸
地

区
や

上
野

遊
水

地
な

ど
の

治
水

の
改

善
は

早
急

に
解

決
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

重
要

な
課

題
で

す
。
ダ

ム
建

設
が

最
適

な
の

で
あ

れ
ば

、
最

適
の

道
を

選
べ

ば
い

い
の

で
す

。

⑨
水

道
基

本
計

画
の

策
定

が
も

め
て

い
る

よ
う

だ
が

？

は
い

。
新

聞
報

道
で

も
あ

っ
た

よ
う

に
、

現
在

の
水

道
部

の
案

は
到

底
容

認
で

き
な

い
と

し
て

、
策

定
委

員
会

12
名

の
う

ち
6
名

が
抗

議
文

書
を

市
長

な
ど

に
提

出
し

て
い

ま
す

。
水

道
部

が
「

中
間

案
と

し
て

ま
と

ま
っ

た
」
と

し
て

11
月

に
パ

ブ
コ

メ
と

市
民

説
明

会
を

行
い

ま
し

た
が

、
策

定
委

員
の

半
数

は
、

中
間

案
と

し
て

認
め

て
い

な
い

と
文

書
で

異
議

申
し

立
て

を
し

て
い

ま
す

。
12

月
20

日
の

策
定

委
員

会
で

も
、

策
定

委
員

半
数

に
よ

る
現

行
案

の
強

い
異

議
申

し
立

て
が

文
書

で
あ

り
ま

し
た

（
別

紙
）
。
こ

の
ま

ま
の

案
で

は
伊

賀
市

に
と

っ
て

大
変

な
こ

と
に

な
る

と
危

惧
し

て
い

る
か

ら
で

す
。

自
分

た
ち

の
こ

と
も

さ
る

こ
と

な
が

ら
、

負
担

が
の

し
か

か
る

子
ど

も
や

孫
の

こ
と

を
心

配
し

て
い

る
の

で
す

。
パ

ブ
コ

メ
で

も
市

民
説

明
会

で
も

伊
賀

市
で

か
つ

て
な

い
ほ

ど
市

民
か

ら
意

見
が

表
明

さ
れ

ま
し

た
が

、
そ

の
ほ

と
ん

ど
は

水
道

部
案

へ
の

異
議

申
し

立
て

で
し

た
。

水
道

部
は

な
ぜ

市
民

の
声

を
、

策
定

委
員

の
声

を
無

視
し

続
け

る
の

で
し

ょ
う

か
？

い
っ

た
い

誰
の

た
め

に
水

道
部

は
仕

事
を

し
て

い
る

の
で

し
ょ

う
か

？

＜
市
民
が
つ
く
る
新
水
道
ビ
ジ
ョ
ン
案
の
方
向
性
＞

◎
今

あ
る

か
け

が
え

の
な

い
水

源
、

浄
水

場
を

継
続

し
、

大
切

に
守

っ
て

い
く

の
が

一
番

良

い
。

災
害

時
に

も
リ

ス
ク

が
分

散
で

き
る

の
で

、
こ

の
方

が
優

れ
て

い
る

。
地

域
水

源
を

守
る

こ
と

で
安

全
で

お
い

し
い

水
が

飲
め

ま
す

。

◎
ま

っ
た

く
不

必
要

な
の

に
、

巨
額

の
負

担
を

今
後

1
0
0

年
に

わ
た

っ
て

強
い

ら
れ

る
ダ

ム

利
水

か
ら

は
一

刻
も

早
く

撤
退

し
ま

し
ょ

う
。

ダ
ム

の
水

は
要

り
ま

せ
ん

！

伊
賀

の
水

源
を

守
る

連
絡

協
議

会

朝
古

川
水

源
を

守
る

会
、

槇
山

水
源

と
玉

滝
浄

水
場

を
守

る
会

、
阿

保
水

源
を

守
る

会
な

ど
伊

賀
各

地
で

立
ち

上
が

り

つ
つ

あ
る

市
民

、
住

民
の

連
絡

協
議

会
で

す
。

代
 
 
 
表

奥
澤

重
久

（伊
賀

市
下

柘
植

1
6

9
3

T
e
l. 

0
9

0
-
8

9
3

0
-

1
0

2
3

）

事
務

局
長

鎌
田

陽
司

（伊
賀

市
種

生
2

7
9
9

 
 

T
e
l. 

0
8

0
-

3
4

2
3

-
1

2
2

0
ra

jk
um

ar
@

s3
.d

io
n.

ne
.jp

）

フ
ェ

ー
ス

ブ
ッ

ク
ht

tp
s:

//
w

w
w

.fa
ce

bo
ok

.c
om

/is
ui

un
go

/
Ｈ

Ｐ
，
ブ

ロ
グ

も
開

設
予

定
な

の
で

、
乞

う
ご

期
待

。

33


	事務局からの報告と御願い-３ヒラギノ.pdf
	常総市内氾濫地区視察報告最終版ーさ
	第23回水源連総会報-2嶋津-遠藤・さ
	伊賀の水源を守ろう！　20161222版



